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● 議員の寄附やあいさつ状（答礼のための自筆によるものを除く）は公職選挙法で禁止されています ●

（４）

傍聴のご案内
　本会議と委員会は、原則として公開さ
れており、自由に傍聴できます。

●本会議の傍聴（48席）
　会議当日に市役所仮本庁舎５階の受付
へ直接お越しください。住所・氏名を記
入するだけで入場できます。

●委員会の傍聴（各7席）
　仮本庁舎５階の議会事務局窓口で受付
した後、委員会室へご案内します。

※傍聴するときは、受付時にお渡しする
注意事項をお守りください。
　また、係員の指示に従ってください。

　市川市議会は、２月、６月、９月、12月の年４回、
定例会を開きます。
　本会議では、市長の政策や提出された議案に対し
て各会派がたずねる「代表質問」や、市政一般につ
いて市の考えをただす「一般質問」が行われます。
また、本会議は、提出議案などについて採決を行い、
市や議会の最終的な意思を決定します。

本　会　議

こちら
市川市議会
仮本庁舎 です。議 場よう

こそ

　市川市議会では、本会議の様子を「いちかわイ
ンターネット放送局」（ライブ・録画）とYouTube
（録画のみ）で配信しています。

　また、市川市議会ホームページで
は定例会の日程や審議結果、会議録
などの情報を掲載しています。ぜひ
ごらんください。

インターネット議会中継
パソコンでも、スマホでも。

議員席
　市川市議会の
議員定数は42人
で、14人×３列に
配置されていま
す。議員席にはマ
イクのほか、発言

の残り時間などを表示する小型モニター
や、採決時に使うボタンなどがあります。

議長席／演壇
　議長席は正面中央の高い位置に置かれ、
隣には議会事務局長が座ります。
　演壇は議長席の前にあり、議長の指名
を受けた議員や理事者が発言する席です。

理事者席
　市長をはじめ執行機関各部署の代表者を理事者
といい、議員と相対する位置に、議長席をはさん
で左右に分かれて座ります。
　向かって左側の最前列右端が市長の席です。

傍聴席
　仮本庁舎の議場の傍
聴席は48席、この他に

報道機関用の席があります。傍聴席左前方には採決
結果などを表示するモニターがあります。

質問席
　再質問や一問一答方式で議員が質
問する場合、議員席の前にあり、演
壇と向かい合うこの席で行います。


